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受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事に

ついて、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム（コリン

ズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のため

の確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けたうえ、

受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内に、登録内容の変更時は

変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成

後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請

をしなければならない。なお、施工時期選択工事の場合、受注時契約後の登録申請

について、工事着手届提出後、監督員の確認を受けたうえ、速やかに申請しなければ

ならない。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送

信される。なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間（土曜日、日曜日、祝日等を除

く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。 

また、本工事の完成後において訂正又は削除する場合においても同様に、コリンズ

から発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録

申請しなければならない。 

ただし、これらの提出書類を書面で行うことを妨げない。 

 


